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知っていますか？　空き家解体工事の補助金制度を
・補助額：解体工事費用の3分の2　　上限30万円
・対象となる空き家
　　①昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、
         耐震診断の結果、評点が0.7未満であるもの。
　　②1ヘクタール以内に10戸以上の区域内にあること。
　　③1年以上、人が住んでいないこと。
※解体中および解体済の工事。解体後、建材等が敷地内に残存する工事。
  などは補助の対象外となりますので、ご注意ください。
   詳しくは  市役所　営繕室　☎44-0306　でご確認ください。

 

空き家の解体を考えているなら、ぜひ市役所にご相談を‼
最　大
30万円


